


　中津川市地域クラブ
	１．運営規約の策定

	□
	認定地域クラブの役員等が明記された運営規約を策定し、参加者や保護者等に公表すること

	２．参加者

	□
	原則、市内の中学生を中心として構成されており、中学生の受け入れが可能であること

	３．適正で持続可能な人員体制

	□
	代表者（１名）を配置すること

	□
	指導者（原則２名以上）を配置すること

	４．適切な休養日等の設定

	□
	週あたり２日以上の休養日を設けること

	□
	学校の長期休業中の設定は、学期中に準じた扱いとし、生徒が十分な休養を取ることができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設けること

	□
	活動時間は、週11時間程度（平日２時間程度、休日３時間程度）とすること（準備・片づけ除く）

	５．緊急時における安全管理体制

	□
	活動時の事故等、不測の事態に備え、前もって医療機関をはじめとした各種機関や団体、関係者及び保護者の緊急時連絡先を把握し、安全管理上の連絡体制を整えること

	□
	事故発生時に、迅速かつ適切な救急対応を施せるように緊急時対応計画を策定すること

	□
	参加者や指導者は、適切な補償内容・保険料の傷害保険、賠償責任保険に加入すること

	６．口座の開設と適切な会計処理

	□
	認定地域クラブ専用の口座を開設すること

	□
	「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行うとともに、関係者に対する情報開示を適切に行うこと

	７．会費の適切な設定と保護者等の負担軽減

	□
	[bookmark: _GoBack]活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定すること

	８．地域との連携・協働

	□
	活動状況や実績等の情報は、生徒の所属校や地域クラブ事務局に適時開示を行う

	９．中津川市地域クラブガイドラインの遵守

	□
	上記項目の他、中津川市地域クラブガイドラインを遵守して活動を行う


Ｑ．地域クラブがスタートすると部活動はなくなるのですか？
Ａ．いいえ。平日の部活動は今後も継続します。
Ｑ. これまで部活動になかった種目（内容）を地域クラブとして発足することはできますか？
Ａ．可能です。学校になかった種目も広く募集し、子どものニーズに応じた活動を展開します。
Ｑ. 事情があり会員が集まらなかった場合、途中で辞退することはできますか？
Ａ. やむを得ない理由があり、活動の継続が困難な時は団体の申し出によって届出を取り下げることができます。
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